
子
ど
も
医
療
費
の
窓
口
無
料
化

　

里
親
制
度
に
つ
い
て
正
し
い
知
識
と
理
解
を

深
め
る
た
め
、
里
親
制
度
説
明
会
の
参
加
者
を

募
集
し
ま
す
。

○
日
時

　

11
月
９
日
（
金
）

　

午
後
６
時
30
分
～
７
時
30
分

※
説
明
会
終
了
後
、
希
望
者
は
個
別
相
談
が
で

き
ま
す
。

○
場
所　

役
場
３
階
庁
議
室

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

役
場
福
祉
事
務
所
子
育
て
支
援
係

　

☎
（
86
）
１
１
４
６
［
直
通
］　

　

平
成
30
年
10
月
1
日
か
ら
県
内
の
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
未
就

学
児
を
対
象
に
医
療
機
関
で
の
窓
口
負
担
を
な
く
す
制
度
が
始
ま

り
ま
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
経
済
的
な
理
由
か
ら
受
診
を
控
え
る
こ
と
に
よ

る
症
状
の
悪
化
を
防
ぐ
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
す
。

　

対
象
世
帯
に
は
、
9
月
上
旬
に
申
請
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
の

で
、
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
対
象
者

　

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
未
就
学
児

○
無
料
に
な
る
医
療
費

　

保
険
が
適
用
と
な
る
入
院
（
食
事
の
費
用
は
除
く
）、通
院
、薬
、

訪
問
看
護
、
柔
道
整
復
施
術
療
養
費

※
保
険
が
適
用
さ
れ
な
い
費
用
（
薬
の
容
器
代
、選
定
療
養
費
（
紹

介
状
な
し
で
大
規
模
な
病
院
（
２
０
０
床
以
上
）
を
受
診
し
た
場

合
に
初
診
料
と
は
別
に
か
か
る
費
用
）
や
、
任
意
の
予
防
接
種
費

用
な
ど
）
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

○
窓
口
無
料
に
な
ら
な
い
場
合

　

医
療
機
関
等
の
窓
口
で
受
給
者
証
の
提
示
が
な
い
場
合
ま
た
は

県
外
の
医
療
機
関
等
を
受
診
し
た
場
合

※
上
記
の
条
件
で
受
診
す
る
と
、
医
療
機
関
で
自
己
負
担
額
を
支

払
い
、
領
収
書
等
を
持
っ
て
役
場
窓
口
で
払
い
戻
し
の
手
続
き
が

必
要
に
な
り
ま
す
。

○
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　

①
申
請
書

　

②
対
象
と
な
る
幼
児
の
保
険
証

　

③
印
鑑

○
提
出
先

　

役
場
福
祉
事
務
所

　

指
江
庁
舎
総
合
管
理
課

福祉事務所だより

「
里
親
」
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す

　

里
親
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
に
よ
り
家
族

と
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
な
い
子
ど
も
を
、
家
族

の
一
員
と
し
て
自
ら
の
家
庭
に
迎
え
、
温
か
い

雰
囲
気
の
中
で
、
愛
情
と
真
心
を
こ
め
て
養
育

し
て
く
だ
さ
る
か
た
の
こ
と
で
す
。

　

養
育
さ
れ
て
い
る
子
ど
も
の
年
齢
は
０
歳
か

ら
18
歳
、
養
育
期
間
は
数
カ
月
か
ら
数
年
と
さ

ま
ざ
ま
で
す
。

※
現
在
、
県
内
に
は
家
族
と
暮
ら
せ
な
い
子

ど
も
が
約
８
０
０
人
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
約

１
０
０
人
が
里
親
な
ど
の
家
庭
で
、
約
７
０
０

人
が
児
童
養
護
施
設
や
乳
児
院
な
ど
で
生
活
し

て
い
ま
す
。　

○
内
容

　

①
映
像
に
よ
る
紹
介

　

②
概
要
説
明

　

③
個
別
相
談
（
希
望
者
の
み
）

○
定
員
＝
30
名

○
申
込
期
限
＝
11
月
２
日
（
金
）

　

定
員
に
な
り
次
第
、
申
し
込
み
を
締
め
切
り

ま
す
の
で
、
早
め
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

○
申
し
込
み
先

　

役
場
福
祉
事
務
所
子
育
て
支
援
係

　

☎
（
86
）
１
１
４
６
［
直
通
］
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